
創
シ

4
　
　
典
　
　
籔
，
　
考

越
　
　
　
智
　
　
　
重
　
　
　
明

　
　
　
　
序
鎭
長
官
及
び
全
州
鎭
官
僚
に
封
し
も
っ
た
任
務
と
能
力
と
の
實
態
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
州
鎭
及
び
そ
の
長
官
が
濁
立
的
性
格
を
有
し
反
國
家
的
動
向
を
内
　
　
關
す
る
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
と
と
す
勧
。
　
　
　
　
羅

包
す
る
と
同
時
に
帝
王
の
軍
事
上
の
要
請
に
最
も
慮
じ
え
た
實
情
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭

鑑
み
、
南
朝
の
州
鎭
長
官
封
策
は
各
帝
王
の
國
策
の
相
違
を
反
映
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
一

つ
つ
も
政
治
上
祉
會
上
不
動
の
重
要
性
を
も
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
　
　
　
帝
王
自
選
の
典
籔
の
も
つ
任
務
に
就
い
て
考
え
て
行
く
と
、
典
籔
　
3
0

鍵
・
奮
來
の
研
究
は
・
帝
舌
選
の
典
築
州
軽
官
と
く
に
皇
派
遣
制
度
が
始
め
て
確
立
し
た
宋
の
大
明
・
泰
始
以
饗
・
笙
に
・
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

族
州
鎭
長
官
に
と
り
難
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
レ
、
典
籔
南
史
箆
呂
姦
傳
に
、

を
通
じ
て
の
州
鎭
長
官
封
策
が
一
慮
の
成
功
を
み
た
こ
と
を
示
唆
し
　
　
　
（
前
略
）
典
籔
逓
互
選
都
。
一
歳
敷
く
反
。
時
主
輯
與
間
言
、
訪
以
方
事
。

て
い
る
の
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刺
史
行
事
之
美
悪
、
係
於
典
籔
之
口
。
莫
不
折
節
推
奉
。
恒
慮
不
及
。
刺
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
得
專
其
任
也
。
・
：
・
於
是
、
威
行
州
郡
、
機
重
蕃
君
。
・
：
・
（
齊
）
明
帝

　
し
か
し
、
典
籔
が
皇
族
州
鎭
長
官
に
封
し
襲
揮
し
た
力
は
、
全
般
　
　
　
輔
政
・
深
知
之
。
始
制
・
諸
州
急
事
・
宜
密
有
所
論
・
不
得
遣
典
籔
還
都
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

的
に
見
た
際
、
甚
だ
し
い
強
弱
の
差
を
生
し
、
そ
の
長
官
の
叛
齪
時
　
　
　
而
典
籔
之
任
輕
莫
。
、

を
始
め
典
籔
の
無
力
さ
゜
が
露
呈
さ
れ
た
事
態
も
数
多
い
の
で
あ
る
。
　
　
と
あ
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
州
鎭
長
官
及
び
長
史
以
下
の
州
鎭

　
本
稿
で
は
典
籔
を
し
て
そ
の
皇
族
州
鎭
長
官
に
封
す
る
行
動
を
現
　
　
官
僚
の
行
動
の
監
察
（
報
告
）
」
を
、
第
二
に
は
、
右
と
關
聯
を
も
ち

實
的
に
規
制
せ
し
め
る
も
の
の
解
明
を
中
心
に
、
典
籔
が
廣
く
全
州
　
　
つ
つ
、
奮
來
読
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
そ
れ
ら
の
行
動
の
監
督
」
を
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
任
務
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
含
ま
れ
る
面
が
多
い
と
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
な
お
、
宍
書
鹸
難
傳
に
、
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
馨
は
ご
く
幼
少
の
皇
族
さ
え
も
地
方
長

　
　
　
（
前
略
）
筒
書
下
符
、
日
、
：
：
奉
詔
。
以
四
王
幼
弱
、
不
幸
陥
難
。
兵
交
　
　
官
と
し
て
各
地
に
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
か
れ
ら
を
、
そ
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
之
臼
、
不
得
妄
加
侵
犯
。
若
有
逼
損
、
謙
蕩
無
貸
、
左
右
主
帥
（
1
1
典
籔
）
　
　
由
意
思
に
基
き
自
ら
が
長
官
た
る
州
鎭
の
全
蓮
螢
を
決
定
し
え
ぬ
年

　
　
　
嚴
相
衛
奉
。
一
訳
．
試
。
　
　
　
　
　
　
　
　
少
皇
族
州
鎭
長
官
と
・
決
定
し
え
る
年
長
皇
族
州
鎭
書
と
髭
分

　
　

ﾆ
あ
り
、
右
の
四
王
と
は
．
郵
州
刺
史
安
陸
王
子
緩
L
．
繕
太
守
し
ー
そ
の
募
は
ほ
ぼ
年
讐
よ
る
そ
れ
と
相
學
る
と
考
え
ら
れ

　
　 u
王
子
房
、
．
荊
州
型
懸
王
子
頂
、
．
湘
州
刺
史
郡
陵
王
子
元
、
る
L
典
築
か
れ
ら
量
し
い
か
に
そ
の
任
肇
途
行
し
た
か
を

讐
黙
謹
縛
馨
臨
謄
獣
獣
鷲
見
て
誓
、
薯
攣
馨
南
齊
轟
に
、
°
，

鑑
み
・
こ
の
記
事
は
、
難
、
そ
の
畠
意
思
が
書
た
る
州
激
麟
山
．
諄
鞭
鯨
擁
騨
墾
膵
錨
覆
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
鎭
の
運
管
を
必
す
し
も
決
定
し
え
ぬ
幼
少
の
皇
族
州
鎭
長
官
の
保
護
　
　
　
典
籔
）
、
州
國
府
第
、
先
令
後
行
、
飲
食
遊
居
、
動
懸
聞
啓
。
端
挨
守
豫
、
蓮
　
一

　
　
を
も
そ
の
任
務
と
し
た
こ
と
を
一
慮
考
え
さ
せ
る
も
の
の
、
孝
武
帝
　
　
　
承
法
度
。
張
弛
之
要
、
莫
敢
暦
言
。
行
事
執
其
擢
、
典
籔
製
其
肘
。
筍
利
之

　
　

ﾌ
長
子
前
慶
帝
姦
し
て
即
位
し
た
明
帝
に
封
し
・
孝
武
帝
の
第
三
　
義
電
毒
之
筥
及
。
…
簗
氏
之
賢
在
需
罐
也
。

　
　
q
江
州
の
刺
器
茎
子
助
が
叛
旗
議
し
・
そ
の
弟
に
あ
た
る
右
と
あ
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
（
委
後
述
の
行
事
嘉
並
ん
で
、
）

　
　
ﾌ
四
王
の
黎
す
る
諸
州
鎭
（
及
び
郡
鎭
）
勢
力
が
子
助
側
に
糾
合
壱
そ
の
霧
を
馨
し
え
た
と
い
え
よ
う
が
、
南
史
謡
巴
陵
王

　
　
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
當
時
に
お
い
て
・
明
帝
が
伺
書
を
通
じ
右
の
意
向
　
゜
子
倫
傳
に
、

を
示
し
だ
の
は
、
典
讐
よ
・
て
四
王
の
行
動
を
規
制
し
自
ら
に
有
凱
翻
賑
鞭
鷺
雛
砕
議
秘
難
籔
噸

　
　
利
な
局
面
の
展
開
を
圖
ら
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
の
は
明
か
で
あ
っ
て
、
　
　
：
：
（
呉
郡
太
守
）
郡
陵
王
子
貞
嘗
求
熊
白
。
厨
人
答
典
籔
不
在
・
不
敢
與
。

　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
右
の
記
事
に
見
え
る
典
籔
の
任
務
は
　
　
　
：
：
（
南
尭
州
刺
史
西
陽
王
子
明
）
言
行
畢
動
不
得
自
專
。
徴
衣
求
食
、
必

鰯
　
む
し
ろ
「
州
鎭
長
官
行
動
の
監
督
」
と
し
て
典
籔
の
第
二
の
任
務
に
　
　
　
須
諮
訪
。
永
明
中
、
（
荊
州
刺
史
）
巴
東
王
子
響
殺
行
事
劉
寅
（
・
典
籔
呉
修



姫
　
　
之
．
王
賢
宗
．
魏
景
淵
）
等
。
武
帝
聞
之
、
謂
群
臣
日
、
子
響
遽
反
。
戴
曾
　
　
封
す
る
影
響
力
が
帝
王
の
そ
れ
を
超
え
た
場
念
、
典
籔
が
如
何
と
も

　
　
　
静
大
昌
一
一
口
日
、
諸
王
都
自
懸
反
。
貴
唯
巴
東
。
武
帝
問
其
故
。
答
日
、
天
王
無
　
　
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
タ
ベ
き
で
あ
ろ
う
p

　
　
　
罪
而
一
時
被
囚
。
取
一
挺
禰
、
一
杯
漿
、
皆
諮
籔
帥
。
不
在
則
寛
日
忽
渇
。

　
　
　
諸
州
唯
聞
有
籔
帥
・
不
聞
有
刺
鯉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
者
の
…
場
合
、
李
時
に
お
け
る
そ
れ
に
關
し
て
の
直
接
的
皮
料
が

　
　
ﾆ
あ
り
、
嚢
通
鑑
韓
媚
建
莞
年
（
b
b
°
お
繕
）
＋
月
の
條
゜
な
い
と
は
塗
、
典
藝
雇
そ
の
霧
蓬
し
え
た
こ
と
が
薇

　
　
に
・
當
時
の
太
傅
宣
城
王
鷺
（
や
が
て
帥
位
し
て
明
帝
）
が
そ
の
野
　
　
さ
れ
る
が
、
こ
の
際
注
意
す
べ
き
は
、
例
え
ば
南
史
巴
陵
王
子
倫
傳

　
　
望
を
達
成
す
べ
く
、
典
籔
を
利
用
し
て
皇
族
地
方
長
官
を
諒
殺
し
た
　
　
に
、

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
陵
王
畢
爲
江
州
。
性
烈
直
、
不
可
杵
。
典
籔
超
渥
之
日
、
身
今
繊
郡
、
易
刺

　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
。
及
見
武
帝
、
相
誕
。
畢
遽
免
、
還
。

　
　@
撫
舞
蝦
轟
蕪
鹸
肇
ハ
叢
葺
難
羅
鱗
と
脅
、
薯
書
蜷
鷲
沙
威
王
晃
蓬
、

　
　
　
籔
華
伯
茂
・
伯
薔
・
公
蚕
兵
取
之
・
恐
不
可
躍
・
若
委
伯
茂
・
芙
、
太
祀
鷺
。
（
豫
州
刺
史
）
晃
欲
用
肇
。
輯
爲
典
籔
所
裁
・
義
殺
之
・
上
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
@
力
耳
．
乃
舌
執
墾
之
．
濤
正
甕
出
受
詔
．
謂
法
亮
日
、
…
此
　
毒
手
詔
賜
杖
。
　
　
　
　
　
　
　
司
＼

　
　
@
酒
非
勧
酬
蚤
．
因
仰
之
而
死
。
　
’
　
渉
　
　
　
と
あ
り
、
陳
書
建
始
興
王
叔
陵
蓬
、
，
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
と
あ
る
記
事
に
見
ら
れ
る
典
籔
の
絶
封
的
存
在
化
も
そ
の
十
全
の
任
　
　
　
（
揚
州
刺
史
叔
陵
）
翻
其
典
籔
親
事
、
循
加
鞭
錘
。
高
宗
素
愛
叔
陵
。
不
綱

　
　
務
達
成
を
前
提
と
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
以
法
。
但
責
譲
而
己
。

　
　
　
な
お
、
既
述
の
膏
安
王
子
助
の
叛
齪
時
に
あ
た
り
、
子
助
が
「
四
　
　
と
あ
っ
て
、
皇
族
州
鎭
長
官
が
帝
王
の
直
接
的
支
配
に
服
す
る
に
拘

　
　
王
」
の
典
籔
の
任
務
途
行
を
そ
の
叛
蹴
の
全
期
を
通
じ
不
可
能
と
し
　
　
ら
す
、
そ
の
任
務
途
行
と
し
て
の
典
籔
の
活
躍
と
く
に
自
ら
の
行
動

　
　
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
南
朝
史
上
そ
う
し
た
事
例
が
ご
く
稀
で
　
　
の
監
督
に
關
す
る
そ
れ
を
、
　
（
た
と
え
自
ら
に
野
す
る
塵
罰
が
將
來

　
　
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
典
籔
が
か
れ
ら
自
鴉
猫
自
の
「
強
さ
」
　
　
に
豫
測
さ
れ
る
に
し
て
も
）
容
易
に
許
さ
な
か
っ
た
場
合
の
あ
っ
た

　
　
を
も
た
ナ
、
そ
の
任
蒙
行
の
實
態
が
帝
王
の
長
宴
配
度
に
の
み
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
資
治
通
鑑
韓
栢
宋
大
明

　
　
左
右
さ
れ
、
側
面
か
ら
の
妨
害
さ
え
も
そ
の
長
官
（
乃
至
州
鎭
）
に
　
　
三
年
（
b
・
U
・
島
O
）
四
月
の
條
に
、
宋
の
孝
武
帝
と
南
亮
州
の
刺
史
寛



　
　
陵
王
誕
と
の
閤
に
圓
滑
さ
が
か
け
、
帝
が
戴
明
寳
を
し
て
誕
を
討
た
　
　
な
も
の
の
妨
害
1
こ
う
し
た
も
の
は
實
際
に
は
殆
ん
ど
な
い
ー
が
な
噛

　
　
し
め
る
に
あ
た
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
限
り
曲
ハ
籔
の
任
務
途
行
は
十
全
の
も
の
と
な
り
、
後
者
に
お
い
て

　
　
　
嬰
霧
輩
馨
成
、
使
盟
開
門
、
爲
内
懸
。
成
以
告
響
人
許
宗
之
。
は
、
諄
さ
え
も
任
務
完
途
が
容
易
に
望
み
が
た
く
・
ま
し
て
長
官

　
　 @
警
潅
撫
驚
篶
及
素
所
畜
養
敷
百
へ
執
蒋
嘆
勒
丘
慣
が
反
「
帝
王
」
的
色
彩
導
し
馨
っ
た
蕪
能
妄
ぞ
い

　
　
ﾆ
脅
、
資
治
通
鑑
篶
宋
鳶
五
年
（
影
重
四
月
の
條
る
の
で
あ
．
て
、
そ
れ
は
窒
臼
糞
巴
陵
王
休
葎
に
、
－

　
　
に
・
雍
州
の
刺
史
海
陵
王
休
茂
の
叛
時
に
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
籔
夏
寳
期
、
事
（
雍
州
刺
史
）
休
若
、
無
禮
。
繋
獄
。
啓
太
宗
殺
之
。
慮

　
　
　
丙
午
夜
・
休
蓋
（
左
右
張
）
伯
超
等
・
襲
諜
・
殺
血
ハ
霧
慶
於
城
中
・
　
不
被
許
、
啓
未
報
。
軌
於
獄
行
刑
。
信
反
果
嚢
。
而
寳
期
已
死
。
上
大
怒
。

　
　
　
出
金
城
・
殺
（
司
蔑
）
深
之
及
典
籔
馨
・
讐
兵
衆
・
建
牙
駿
・
云
云
・
　
與
休
若
書
、
蓬
．
大
明
中
、
汝
敢
行
此
耶
。
使
蓋
加
杖
三
百
、
降
號

　
　 ｳ

萱
資
治
通
鑑
讐
嚢
元
二
年
（
》
°
∪
卜
認
）
三
月
農
擁
慶
使
持
節
都
督
爲
監
．
行
離
州
刺
史
．
使
寧
蟹
校
尉
創
封
五

に
藩
購
講
嚢
灘
難
罐
輪
聡
駒
嚢
鮮
縫
猟
朗
躯
嫡
鱒
饗
晒
謂
謎
嚇

　
　
　
林
夫
。
開
門
納
慧
景
。
使
長
史
沈
供
之
・
諮
議
柳
燈
、
分
部
軍
衆
。
云
云
。
　
　
帝
の
年
號
で
あ
る
ー
と
相
侯
っ
て
、
帝
王
の
皇
族
州
鎭
長
官
支
配
の

　
　
と
あ
る
を
始
め
と
す
る
数
多
く
の
史
料
は
、
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
が
　
　
強
弱
が
、
典
籔
の
そ
の
皇
族
州
鎭
長
官
に
封
す
る
行
動
力
の
強
弱

　
　
反
「
帝
王
」
的
色
彩
を
濃
く
し
た
際
、
か
れ
ら
が
典
籔
の
活
躍
を
許
　
　
　
（
廓
ち
任
務
達
成
の
度
合
）
を
規
制
し
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
さ
す
そ
れ
を
無
力
と
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
ろ
う
。

　
　
　
蓋
し
、
帝
王
の
皇
族
州
鎭
長
官
支
配
は
、
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
の
　
　
　
　
　
　
二

　
　
場
合
は
絶
封
的
な
も
の
が
あ
り
、
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
の
場
合
は
前
　
　
　
典
籔
の
任
務
途
行
を
、
皇
族
長
官
に
統
牽
さ
れ
る
州
鎭
の
官
僚
を

　
　
者
に
比
し
は
る
か
に
緩
い
が
、
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
前
者
に
お
　
　
封
象
と
し
て
見
て
行
く
と
、

　

4
6
@
い
て
は
、
長
官
に
樹
す
る
現
實
的
影
響
力
が
か
れ
に
比
し
よ
り
強
大
　
　
　
當
時
各
州
鎭
の
肚
會
的
経
濟
的
諸
條
件
は
一
州
鎭
長
官
が
そ
の
能



6
9
@
力
に
憲
じ
、
官
僚
機
構
の
上
下
官
と
し
て
の
支
配
服
從
の
意
識
と
行
　
　
別
的
な
存
在
現
象
の
摘
去
だ
け
に
意
を
用
い
た
（
む
し
ろ
用
い
ざ
都

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
動
と
を
こ
え
た
私
的
關
係
を
自
ら
と
結
び
、
自
ら
の
意
思
執
行
を
帝
　
　
を
え
な
か
っ
た
）
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
年
少
皇
族
州

　
　
王
の
意
思
執
行
に
こ
え
た
絶
封
的
な
も
の
と
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
特
　
　
鎭
長
官
が
轄
任
し
た
際
、
後
任
者
が
そ
の
州
鎭
で
容
易
に
特
定
属
佐

　
　
定
属
佐
を
造
出
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
特
定
屡
佐
　
　
を
つ
く
り
え
た
多
く
の
事
例
と
相
倹
っ
て
、
既
述
の
南
史
巴
陵
王
子

　
　
の
生
成
が
同
時
に
州
鎭
の
凋
立
的
運
螢
の
中
椹
と
な
る
「
長
官
－
特
　
　
倫
傳
の
記
事
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
典
籔
の
活
躍
も
特
定
属
佐
造
出
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
　
定
属
佐
」
の
線
の
存
績
を
意
味
す
る
以
上
、
典
籔
は
不
可
避
的
に
特
　
　
諸
條
件
の
根
本
的
除
去
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
、
い
わ
ば
表
面
的
彌

　
　
「
定
属
佐
の
問
題
と
野
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
決
の
う
え
に
は
　
　
縫
的
成
功
に
終
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
州
鎭
自
髄
が
も
つ
特
定
属
佐

　
、
じ
め
て
典
籔
の
任
務
完
途
に
向
っ
て
の
薪
事
態
の
展
開
が
望
ま
れ
る
　
　
造
出
の
諸
條
件
が
典
籔
の
活
躍
に
も
拘
ら
す
依
然
と
し
て
存
し
え
た

　
　
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
、
を
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
に
特
定
属
佐
を
つ
く
り
え
る
能
力
が
少
な
か
　
　
　
　
唱
方
、
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
が
反
「
帝
王
」
的
色
彩
を
強
め
た
際
、
鍛

　
　
っ
た
の
は
察
す
る
に
か
た
く
な
い
が
、
暮
書
蜷
＋
に
、
攣
顯
が
そ
れ
と
關
聯
し
て
州
鎭
髪
け
る
「
長
官
ー
特
麗
佐
」
の
線
は
（
か
や

　
　
そ
う
し
た
長
宮
に
つ
い
て
述
べ
た
う
ち
に
「
虎
地
錐
重
、
行
巳
莫
由
。
　
つ
て
潜
在
的
で
あ
っ
た
も
の
も
）
強
力
且
つ
中
椹
的
な
も
の
と
し
て

　
　
威
不
在
身
。
恩
朱
接
下
。
云
云
。
」
と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
う
し
　
　
露
呈
さ
れ
て
來
る
の
で
あ
る
が
、
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
の
特
定
薦
佐

　
　
た
特
定
圏
佐
の
存
在
を
否
定
す
る
面
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
造
出
は
干
時
職
時
を
問
わ
す
い
わ
ば
普
遍
的
事
象
で
あ
り
・
ま
た
年

　
　
　
但
し
、
南
齊
書
蟻
張
欣
泰
毯
は
　
　
　
　
　
少
皇
族
長
官
に
墓
さ
れ
る
州
讐
存
る
典
籔
の
特
憲
佐
造
出

　
　
欣
泰
徒
爲
（
荊
州
刺
史
）
随
王
子
隆
鎭
西
中
兵
。
改
領
河
東
内
史
。
子
隆
深
　
　
の
諸
條
件
の
除
去
に
關
す
る
能
力
の
限
界
が
右
述
の
よ
う
で
あ
る
と

　
　
相
愛
納
。
敷
ぐ
與
談
宴
。
州
府
職
局
、
多
使
關
領
。
意
遇
與
（
鎭
西
功
曹
）
　
　
　
　
　
亀
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
謝
眺
袈
・
典
籔
賓
啓
聞
・
世
祀
怒
・
召
還
都
・
屏
居
家
巷
・
云
云
・
　
す
れ
ば
、
年
長
皇
族
卦
鎭
長
官
に
統
率
さ
れ
る
州
鎭
に
お
け
る
畿

　
　
　
と
あ
っ
て
、
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
に
統
率
さ
れ
る
州
鎭
に
お
い
て
・
　
の
任
務
途
行
と
し
て
の
活
躍
が
殆
ん
ど
實
数
を
牧
め
え
な
か
っ
た
の

　
　
典
箋
が
任
務
途
行
と
し
て
の
特
定
厨
佐
の
庭
置
に
あ
た
り
、
そ
の
個
　
　
は
自
ら
明
か
で
あ
ろ
う
、



　
　
　
　
な
齢
、
資
治
通
鑑
輩
百
．
宍
泰
始
元
年
（
〉
°
げ
゜
蔭
O
α
）
九
月
の
條
　
に
も
無
力
で
あ
っ
た
こ
と
、
並
に
、
い
わ
ば
そ
の
任
務
達
成
の
第
’

　
　
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
歩
と
し
て
の
特
定
属
佐
の
存
在
の
彌
縫
的
排
除
の
成
功
度
さ
え
も
帝

　
　
　
徐
州
刺
史
義
陽
王
麗
、
素
爲
世
組
所
悪
。
民
間
毎
託
言
。
鎚
當
反
。
是
歳
、
　
　
王
の
長
官
支
配
度
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
設
言
尤
甚
。
慶
帝
常
謂
左
右
日
、
我
師
大
位
以
來
、
遽
未
嘗
戒
嚴
。
使
人
邑
　
　
　
藪
に
、
年
少
皇
族
長
官
に
統
牽
さ
れ
た
州
鎭
に
お
け
る
典
籔
を
行

　
　
　
邑
。
憩
使
典
籔
蓬
法
生
、
奉
表
詣
建
康
、
求
入
朝
。
帝
謂
法
生
日
、
義
陽
、
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
與
太
宰
謀
反
。
我
正
欲
討
之
・
今
知
求
選
甚
善
・
又
屡
く
詰
問
法
生
・
義
　
　
事
と
の
關
聯
に
お
い
て
見
て
行
く
と
、
　
　
　
　
　
　
°

　
　
　
陽
謀
反
、
何
故
不
啓
。
法
生
愕
、
逃
選
彰
城
。
己
酉
、
下
詔
、
討
認
、
内
外
　
　
　
ま
す
爾
者
が
ほ
ぼ
封
等
の
も
の
と
し
て
活
躍
し
た
方
面
に
あ
っ
て

　
　
　
戒
嚴
。
帝
自
將
兵
渡
江
。
命
洗
慶
之
、
統
諸
軍
前
騙
。
法
生
至
彰
城
、
殖
帥
　
　
は
、

　
　
　
聚
兵
反
。
云
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
に
、
前
に
鰯
れ
た
よ
う
に
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
の
行
動
の
監

　
　

ﾆ
脅
、
墾
．
望
王
信
葎
に
、
　
　
　
　
繧
蒙
あ
る
（
南
齊
書
巻
四
＋
）
．
　
　
　
　
。

　
　 @
天
監
史
出
爲
仁
威
康
王
長
史
．
行
府
州
國
事
．
王
典
籔
湯
道
縫
於
王
．
第
二
に
・
相
互
の
非
違
糾
禦
・
霧
と
し
て
・
あ
る
・
す
な
わ
ト

　
　
@
用
事
腐
．
擦
毎
裁
袈
蕪
嚢
訟
纂
羅
南
望
、
．
、
．
　
ち
・
本
交
既
述
の
蜜
曼
糠
の
記
事
は
・
典
籔
が
華
の
公
私
司

　
　
と
あ
っ
て
、
州
鎭
長
官
が
典
籔
を
そ
の
特
定
馬
佐
的
存
在
と
な
す
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
行
動
を
監
察
し
そ
の
報
告
に
あ
た
り
か
れ
の
美
行
を
構
す
る
と
と

　
　
能
性
の
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
當
時
の
州
鎭
自
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
に
非
違
を
糾
弾
す
る
（
む
し
ろ
す
べ
き
）
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
の
も
つ
濁
立
性
の
強
度
さ
ー
州
鎭
長
官
を
し
て
そ
の
特
定
属
佐
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窺
わ
し
め
る
が
、
｝
方
、
典
籔
の
非
違
に
樹
し
、
例
え
ば
、
南
史
巴

　
　
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
諸
條
件
の
嚴
存
と
表
裏
一
艦
を
な
す
ー
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陵
王
子
倫
傳
に
、
既
述
の
南
海
王
子
牢
と
典
籔
姜
秀
と
の
關
係
を
記

　
　
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
に
統
率
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
の
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
州
讐
書
て
、
典
籔
の
活
躍
が
特
憲
佐
を
生
ぜ
し
め
る
議
條
　
秀
後
叢
季
羅
飲
畢
供
其
見
婚
・
武
帝
知
≧
鞭
唄
責
馨

　
　
件
を
の
ぞ
き
え
な
か
っ
た
こ
と
に
關
し
前
に
の
べ
た
見
解
を
傍
誰
す
　
　
　
方
。
云
寓
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
と
あ
る
よ
う
に
、
帝
王
自
ら
の
糾
弾
が
行
わ
れ
た
と
と
も
に
、
南

む
卿
　
か
く
て
、
典
籔
の
活
躍
は
そ
の
根
本
的
成
功
を
牧
め
る
に
は
絵
り
齊
書
嬌
悪
基
整
、



轍
永
明
九
年
（
》
°
U
°
お
H
）
、
（
覇
）
爲
西
陽
王
征
嚢
史
．
行
霧
州
事
。
婁
武
陵
毒
傅
に
、

　
　
　
典
籔
何
釜
孫
、
賊
罪
百
萬
。
棄
市
。
覇
坐
免
官
。
　
曾
　
　
　
（
嘩
）
尋
爲
丹
曇
・
常
侍
゜
漿
如
故
・
始
不
復
置
行
事
・
醤
親
政
。

　
　
・
こ
あ
り
、
南
璽
日
韮
沈
憲
蓬
、
　
　
　
　
　
と
あ
り
・
曄
が
行
事
の
慶
止
後
典
籔
を
無
覗
し
丹
野
と
し
て
自

　
　
　
永
明
八
年
（
》
°
U
°
お
O
）
、
子
盟
籔
道
濟
、
取
府
州
五
＋
人
讐
給
。
又
主
的
政
治
を
行
い
え
た
こ
と
は
・
同
時
に
・
年
少
皇
族
長
官
に
統
率

　
　 @
役
子
嬰
右
及
謹
．
賊
私
百
萬
．
爲
有
司
畷
．
世
袈
．
賜
道
濟
死
．
さ
れ
た
州
鎭
の
政
治
に
關
し
行
事
が
現
實
的
に
典
籔
の
上
位
に
あ
っ

竣
罐
越
撫
鞭
　
蓋
ハ
籔
の
最
盛
た
蘇
鍵
難
鷲
轟
購
錘
離
魁
之

　
　
期
中
の
年
號
で
あ
る
が
、
行
事
が
そ
の
糾
弾
を
行
う
べ
く
義
務
す
け
　
　
　
日
・
事
大
小
悉
委
行
事
・
繊
毫
不
須
措
懐
。

　
　
轤
黷
ﾄ
い
た
こ
と
が
考
言
れ
、
南
璽
．
嬌
陸
養
傳
附
肇
之
と
蓼
、
宋
書
捲
緊
穰
に
、

　
　
傳
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
略
）
（
帝
）
乃
遣
使
、
齎
藥
、
賜
（
江
州
刺
史
習
安
王
）
子
勧
死
。
使
至
、
　
噸

鞭
霧
鍵
欝
韓
町
罷
見
零
謡
繋
鱒
難
欣
之
．
侍
書
楮
鐘
嗣
等
融
以
告
覗

　
　
と
あ
っ
て
・
同
じ
齊
の
武
帝
の
時
に
そ
う
し
た
方
面
に
お
け
る
成
功
　
　
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
既
述
の
超
日
安
王
子
助
の
叛
時
に
あ
た
り
、
資
治

　
　
ﾂ
能
霧
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
・
こ
う
し
た
行
通
鑑
韓
百
委
始
元
年
（
》
°
U
°
＆
α
）
＋
二
月
の
條
に
、

　
　
事
の
典
籔
斐
糾
霧
の
所
有
は
覇
を
通
与
の
こ
と
と
し
て
よ
　
郭
州
刺
史
安
陸
王
護
、
季
勘
初
激
、
欲
議
帝
．
聞
霧
農
、
鍵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
下
標
。
既
而
聞
江
・
雍
猶
治
兵
、
．
郵
府
行
事
筍
†
之
大
擢
。
印
遣
諮
議
．

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
領
中
兵
釜
饗
玄
・
粟
馳
下
・
藝
軍
糧
・
荊
州
行
事
孔
道
存
、
奉
刺

　
　
　
し
か
し
、
州
鎭
の
政
治
に
關
し
て
は
行
事
の
典
籔
に
樹
す
る
優
位
　
　
　
史
臨
海
王
子
預
・
・
…
皆
畢
兵
、
以
懸
子
助
。

　
　
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
と
あ
り
、
資
治
蕪
韓
哨
宋
泰
始
二
年
（
貫
蓮
正
月
の
條

　
　
　
す
な
わ
ち
、
制
度
的
に
行
事
は
通
常
そ
の
攻
官
と
し
て
典
籔
の
上
　
　
に
、

　
　
位
に
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
現
實
的
な
問
題
と
し
て
も
、
南
齊
書
　
　
　
（
前
賂
）
於
是
、
湘
州
行
事
何
慧
文
・
廣
州
刺
史
嚢
曇
遠
・
梁
州
刺
史
柳
元



　
　
　
情
・
山
陽
太
守
程
天
詐
、
皆
附
於
子
勘
。
云
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
の
條
に
、

　
　
と
あ
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
郵
・
荊
・
湘
三
州
の
行
事
が
そ
れ
ぞ
　
　
．
（
豫
州
刺
史
宗
）
驚
刑
政
所
施
、
（
典
籔
呉
）
喜
毎
多
蓮
執
。
麟
大
怒
日
、
：
；

　
　
れ
そ
の
長
官
た
る
王
並
に
そ
れ
に
統
牽
さ
れ
る
州
鎭
の
向
背
の
決
定
　
　
　
不
能
復
興
典
籔
共
臨
之
。
喜
稽
顛
流
血
。
乃
止
。

　
　
‘
に
主
導
性
を
有
し
た
こ
と
、
を
始
め
と
す
る
数
多
く
の
史
料
は
、
年
　
　
と
あ
る
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
結
局
か
れ
ら
の
任
務
が
十
分
に
達
成

　
　
少
皇
族
長
官
に
統
牽
さ
れ
る
州
鎭
の
政
治
に
關
し
、
通
常
行
事
が
典
　
　
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
れ

　
　
籔
髭
し
響
的
に
も
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
一
不
し
て
い
る
と
ら
州
餐
官
の
薯
い
叛
讐
際
し
て
は
、
資
治
通
轟
蓋
梁
天
．

　
　
し
て
よ
か
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
監
元
年
（
》
」
）
°
α
O
b
o
）
六
月
の
條
に
、

　
　
　
な
お
、
爾
者
の
力
關
係
か
ら
・
特
定
の
期
間
人
物
に
就
い
て
典
籔
　
　
　
（
前
略
）
（
前
釜
州
刺
史
劉
季
蓮
）
逮
召
佐
史
、
矯
構
宣
城
太
后
令
、
聚
兵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
（
典
籔
）
朱
道
環
、
殺
之
。

毅
講
難
蒲
護
第
雛
駅
齢
聾
ー
ー
に
、
殆
ん
燕
力
で
あ
・
た
義
る
の
で
禽
馴

　
　

褐
x
關
す
る
そ
れ
を
膏
評
債
し
墾
身
を
屈
し
そ
の
意
を
迎
　
　
結
語
　
　
　
　
　
鋤

　
　
え
た
こ
と
・
い
わ
ば
私
的
に
一
身
上
の
利
害
か
ら
そ
れ
に
迎
合
し
た
　
　
　
以
上
の
考
察
か
ら
、
帝
王
自
選
の
典
籔
は
、
決
し
て
奮
説
の
よ
う

　
　
こ
と
を
意
味
す
る
に
響
ぬ
と
す
べ
く
・
少
く
と
も
史
料
的
に
・
典
に
か
れ
ら
贔
が
州
鎭
長
官
及
び
州
鎭
（
官
僚
）
曇
す
る
欝
性

　
　
籔
が
行
事
の
州
護
治
に
關
す
る
樺
能
を
無
覗
し
あ
る
い
は
碧
行
を
等
質
的
に
も
つ
も
の
で
な
く
、
帝
王
か
ら
州
鎭
長
官
及
び
州
讐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
袈
・
　
　
　
　
　
。
僚
の
監
察
監
督
と
い
う
誕
肇
嬰
ら
れ
た
限
り
に
お
け
る
椹
力
槽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
　
　
　
　
　
・
　
威
の
保
持
者
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
の
全
活
躍
は
帝
王
の
そ
の
州
鎭
長

　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
支
配
度
に
規
制
さ
れ
、
そ
の
七
全
的
な
任
務
途
行
が
可
能
で
あ
っ

　
　
　
皇
族
以
外
の
州
鎭
長
官
に
樹
す
る
典
籔
は
、
そ
の
任
務
途
行
と
し
　
　
た
の
は
僅
か
に
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
及
び
そ
れ
に
統
率
さ
れ
る
州
鎭

　
　
て
の
活
躍
の
記
事
が
史
上
ご
く
少
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
あ
っ
た
に
し
　
　
官
僚
に
封
し
て
だ
け
で
あ
り
、
帝
王
が
恐
ら
く
は
さ
ら
に
強
く
そ
れ

柵
て
も
、
そ
こ
に
に
は
、
落
通
隻
猫
宋
孝
建
三
年
（
b
°
U
°
㌫
切
）
姦
待
し
た
箋
護
州
鎭
書
や
他
階
鷺
婁
官
及
び
そ
夢



7
3
@
に
統
率
さ
れ
る
州
鎭
官
僚
に
封
す
る
任
務
途
行
は
望
む
べ
く
も
な
か
　
　
　
竜
と
に
も
長
官
自
辟
の
典
籔
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。

4
　
　
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
・
　
　
．
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
本
稿
で
は
こ
う
し
た
長
官
自
辟
の
典
籔
に
關
す
る
論
述
は
、
一
時
的
に
地
方

　
　@
な
お
、
そ
れ
ら
の
活
覆
相
が
覆
的
垂
の
州
餐
官
支
破
資
蟻
讐
擁
縫
欝
鉦
縫
鍵
騨
撹

　
　
配
度
に
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
南
朝
史
全
艦
の
動
き
の
な
か
に
ょ
　
　
　
帝
王
自
選
の
そ
れ
に
限
る
ζ
と
と
す
る
・

　
　
り
微
覗
的
に
そ
れ
を
考
誰
す
る
こ
と
が
將
來
に
要
求
ざ
れ
る
が
、
本
　
　
　
た
だ
本
稿
に
關
係
あ
る
も
の
と
し
て
州
鎭
長
官
自
辟
の
典
籔
の
存
綬
期
間
に

稿
の
考
察
に
毒
無
し
と
す
れ
ば
、
鳶
的
覧
て
、
奮
來
の
よ
う
，
喉
艇
肇
襟
髄
締
醤
灘
膜
噂
馨
繋

　
　
に
帝
王
が
（
『
そ
の
地
位
に
お
い
て
強
大
な
勢
力
と
し
て
の
反
．
帝
　
を
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
・
敷
多
く
の
事
例
か
ら
薯
の
存
在
が
南

　
　
王
」
的
行
動
を
爲
し
え
る
可
能
性
』
を
除
去
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
）
　
　
朝
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
明
か
で
み
り
、
嚴
氏
の
い
わ
れ
る
長
官

　
　
州
鎭
長
官
野
策
の
徹
底
を
か
れ
ら
に
求
め
え
た
と
理
解
す
る
の
は
當
　
　
　
自
辟
の
典
籔
絡
寛
の
時
よ
り
後
に
お
い
て
、
そ
れ
が
州
鎭
の
狽
立
的
機
能
登

を
え
た
暴
と
な
し
が
た
い
で
琴
．
　
　
　
鰭
中
簿
購
簗
蕪
縫
辞
饒
鰍
け
籍
蟹

　
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
（
梁
書
巷
十
一
呂
曾
珍
傳
）
さ
え
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
・
さ
ら
に
・
南
脚

　
　
①
拙
稿
「
南
朝
州
鎭
考
」
　
（
史
學
雑
誌
第
六
十
二
編
第
十
二
號
）
及
び
「
南
朝
　
　
．
齊
書
巻
五
十
六
茄
法
亮
傳
に
は
・

　
　
　
に
お
け
る
封
州
鎭
書
箆
つ
い
て
」
（
そ
の
一
部
を
護
大
學
楚
學
紀
　
（
・
）
（
宋
）
明
帝
初
、
ハ
法
亮
）
罷
道
（
人
）
・
彗
院
佃
夫
・
用
箋
州
刺

　
　
　
要
第
三
輯
に
所
攻
）
参
照
の
こ
と
。
　
　
－
　
　
　
　
　
史
孟
吹
陽
農
・
・
伽
…
（
b
）
（
齊
）
世
組
（
當
時
の
聞
蘇
侯
護
）
鎭
盆

　
　
②
纂
の
研
究
の
袋
的
な
も
の
と
し
て
、
趙
翼
の
「
齊
製
籔
之
奨
重
」
　
城
・
須
議
使
人
・
法
亮
求
留
・
爲
上
（
弱
世
租
）
江
州
畿
・
除
裏
御

　
　
　
（
廿
二
史
剖
記
巻
十
二
）
及
び
嚴
耕
望
氏
の
．
難
・
南
朝
地
方
政
鷹
佐
ぎ
　
史
・
霧
滋
令
・
法
亮
便
辟
肇
・
善
於
承
奉
・
稽
見
奮
・
從
砦
頭
ー

　
　
　
（
歴
史
語
言
碍
究
所
集
刊
第
二
十
本
）
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云
云
。

　
　
　
な
お
、
呂
思
勉
氏
は
典
籔
が
桀
驚
の
州
鎭
長
官
の
も
と
で
無
能
力
な
る
べ
き
　
　
　
と
あ
り
、
（
a
）
は
「
恩
倖
」
院
佃
夫
の
推
薦
に
ょ
り
、
帝
王
自
選
の
も
の
と

　
　
　
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
關
す
る
具
艦
的
考
籍
は
及
ん
で
お
ら
れ
な
い
　
し
て
の
典
籔
に
法
亮
雀
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
・
（
b
）
は
長
官
自
辟
の
典
籍

　
　
　
（
爾
恋
日
南
北
朝
史
四
七
六
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
亮
が
な
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
同
一
人
で
あ
る
法
亮
に
關
し
、
（
a
）
よ
り

　
　
③
本
來
嚢
は
長
官
自
辟
の
屡
佐
と
し
て
そ
の
長
官
の
爲
の
華
．
傳
教
な
ど
　
後
の
’
こ
と
と
し
て
（
b
）
の
記
豪
存
す
る
の
は
響
の
併
存
を
確
澄
す
る
に

　
　
　
峯
る
べ
く
雷
さ
墾
も
の
で
あ
り
、
州
鎭
長
官
（
及
び
郡
鎭
長
官
）
の
　
足
る
蕩
が
あ
り
、
か
く
て
・
」
帝
青
選
の
典
箋
州
鎭
長
官
自
辟
の
そ
れ



　
　
　
と
は
・
前
者
が
造
出
さ
れ
て
以
後
陳
代
迄
併
存
し
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
　
　
　
州
鎭
長
官
の
承
服
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
拡
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
の

　
　
　
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
場
合
に
限
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
④
典
籔
は
そ
の
初
の
、
監
察
（
監
督
）
の
結
果
を
あ
る
い
は
遼
都
直
奏
し
、
あ
　
　
⑧
典
籔
は
や
や
例
外
的
で
あ
ろ
う
が
、
郡
鎭
長
官
の
も
と
に
も
存
在
し
て
い
る
。

　
　
　
る
い
は
任
地
よ
り
（
恐
ら
く
は
丈
書
で
）
奏
上
し
た
が
、
齊
の
明
帝
が
慶
止
　
　
　
そ
こ
に
お
け
る
か
れ
ら
の
任
務
（
並
に
能
力
）
は
州
鎭
長
官
の
も
と
に
お
け

　
　
　
し
た
の
は
典
籔
の
構
能
及
び
そ
の
報
告
の
敷
果
を
實
質
的
に
よ
り
強
か
ら
し
　
　
　
る
も
の
と
原
則
的
に
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
大
過
無
か
ろ
う
。

　
　
　
め
る
べ
き
前
者
だ
け
で
あ
っ
て
、
後
者
が
最
後
迄
存
し
た
の
は
明
か
で
あ
る
。
　
⑨
南
齊
書
巻
四
十
魚
復
復
子
響
傳
及
び
既
蓮
の
南
史
巴
陵
王
子
倫
傳
に
見
え
る
、

　
　
　
な
お
、
明
帝
が
、
そ
の
急
事
に
際
し
て
も
州
鎭
長
官
が
典
籔
を
都
に
遣
還
す
　
　
　
巴
東
王
子
響
が
（
漸
く
年
長
じ
州
鎭
の
蓮
螢
を
自
ら
爲
さ
ん
と
じ
そ
れ
を
製

　
　
　
る
こ
と
を
許
可
し
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
本
交
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
　
　
　
肘
し
た
）
行
事
・
典
籔
を
殺
し
た
記
事
も
、
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
と
典
籔
と

　
　
　
の
ほ
か
に
、
僅
か
に
そ
の
親
黛
た
る
そ
れ
を
残
す
の
み
で
一
族
の
大
牛
を
謙
　
　
　
の
關
係
に
就
い
て
の
本
稿
の
見
解
を
さ
さ
え
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
（
廿
二
史
割
記
巻
十
二
「
齊
明
帝
殺
高
武
子
孫
」
の
項
）
、
ま
た
そ
の
腹
心
　
　
⑩
前
掲
「
南
朝
州
鎭
考
」
（
一
四
1
ご
六
頁
）
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
の
も
の
を
州
鎭
長
官
と
な
し
え
た
（
質
治
通
鑑
巻
一
百
三
十
九
齊
建
武
元
年
　
　
⑪
こ
う
し
た
摘
去
の
記
事
さ
え
も
他
に
殆
ん
ど
見
當
ら
な
い
。

　
　
　
十
月
の
條
）
明
帝
に
と
り
、
典
籔
の
も
つ
重
要
性
が
醤
に
比
し
減
少
し
た
と
　
　
　
な
お
、
張
欣
泰
が
荊
州
の
刺
史
随
郡
王
子
隆
に
深
く
愛
さ
れ
た
の
は
子
隆
が
　
　
一

　
　
　
推
測
さ
れ
る
黙
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
脳
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七
歳
よ
り
二
十
歳
ま
で
の
間
で
あ
り
、
こ
と
に
十
七
歳
よ
り
十
八
歳
ま
で
　
3
9

　
　
⑤
典
籔
を
時
と
し
て
主
帥
、
典
籔
帥
、
あ
る
い
は
籔
帥
と
稻
し
た
こ
と
に
關
し
　
　
　
の
間
で
あ
っ
た
公
算
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
て
は
前
掲
「
魏
省
南
朝
地
方
政
府
屡
佐
考
」
（
四
九
三
頁
）
参
照
の
こ
と
。
　
　
　
．
⑫
行
事
に
關
し
て
は
、
前
掲
「
魏
脅
南
朝
地
方
政
府
禺
佐
考
」
　
（
四
七
四
ー
四

　
　
　
ま
た
贅
治
通
鑑
巷
一
百
二
十
九
宋
大
明
五
年
四
月
の
條
の
胡
三
省
注
は
、
齋
　
　
．
七
九
頁
）
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
内
に
も
亦
典
籔
が
あ
り
、
そ
れ
を
齋
帥
と
謂
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
⑬
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
の
私
事
に
わ
た
る
事
に
關
し
て
も
、
行
事
が
典
籔
に
優

　
　
⑥
典
籔
派
遣
制
度
確
立
後
、
典
籔
の
任
務
と
し
て
幼
少
皇
族
州
鎭
長
官
の
保
護
　
　
　
越
す
ぺ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
少
く
と
も
典
籔
が
行
事
を
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る

　
　
　
が
存
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
記
事
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
示
唆
す
る
一
例
と
し
て
、
南
史
巴
陵
王
子
倫
傳
に
、

　
　
⑦
武
帝
と
戴
信
艀
と
の
論
議
の
中
心
と
な
る
巴
東
王
に
關
し
、
そ
こ
に
行
事
が
　
　
　
西
陽
王
子
明
欲
途
書
参
侍
譲
飽
儂
病
。
典
籔
呉
修
之
不
許
、
日
、
鷹
諮
行
事
。

　
　
　
存
し
た
こ
と
は
、
帝
と
俗
静
と
が
巴
東
王
を
年
少
皇
族
州
鎭
長
官
と
理
解
し
　
　
　
乃
止
。

　
　
　
そ
の
前
提
に
立
っ
た
論
議
を
な
し
て
い
る
を
明
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
明
示
は
　
　
　
と
あ
る
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
信
静
の
武
帝
へ
の
答
言
中
に
封
象
と
な
る
諸
皇
族
が
年
少
者
を
主
と
す
る
こ
　
　
　
ま
た
、
註
③
に
見
る
よ
う
に
薫
願
が
江
州
の
刺
史
と
な
っ
た
時
、
茄
法
亮
を

　
　
　
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、
事
實
、
「
一
挺
の
繭
、
　
一
杯
の
漿
も
皆
、
典
籔
に
諮
　
　
　
　
「
奮
［
駆
使
人
」
と
し
で
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
願
が
晋
煕
王
獲
を

粥
　
　
る
。
云
云
。
し
の
實
情
拡
後
に
本
文
で
も
鰯
れ
る
よ
う
に
ど
う
て
い
年
長
皇
族
、
　
　
戴
く
郵
州
に
お
い
て
行
（
郵
州
）
事
で
あ
り
、
法
亮
が
そ
の
際
著
熈
王
の
郵



聡
　
　
州
の
典
銭
と
な
っ
て
い
た
時
の
關
係
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
亦
行
　
　
　
人
」
ご
〇
八
ー
二
〇
九
頁
）
、
輔
長
官
に
封
す
る
派
遣
者
数
も
僅
か
こ
・
三
名

4
　
　
　
事
が
公
私
と
も
に
遙
か
に
典
籔
に
優
越
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
　
　
　
で
あ
り
（
「
魏
署
南
朝
地
方
政
府
陽
佐
考
」
四
九
一
ー
四
九
二
頁
）
、
手
兵
を
有

　
　
　
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
こ
と
も
な
く
、
從
っ
て
そ
の
肚
會
的
身
分
、
か
れ
ら
の
噌
長
官
の
も
と

　
　
⑭
ち
な
み
に
、
南
史
巴
陵
王
子
倫
傳
に
、
　
　
　
　
．
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
け
る
團
結
力
、
軍
事
力
な
ど
に
も
そ
の
「
カ
」
の
源
泉
を
求
め
る
こ
と

　
　
　
及
（
齊
）
明
帝
蘇
異
己
者
、
諸
王
見
害
、
悉
典
籔
所
殺
。
寛
無
剛
人
相
抗
。
　
　
．
　
は
出
來
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
と
あ
り
、
こ
の
記
事
は
通
常
そ
の
最
盛
期
に
お
い
て
全
皇
族
地
方
長
官
に
封
　
　
　
〔
附
記
〕
　
本
稿
の
掲
載
た
は
宮
川
樹
志
氏
の
一
方
な
ら
ぬ
御
高
配
を
い
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
し
ロ

　
　
　
し
典
籔
が
絶
封
的
橿
力
を
持
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
當
゜
　
　
　
　
　
　
い
た
・
．
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
時
江
州
め
刺
史
晋
安
王
子
慾
は
年
長
皇
族
州
鎭
長
官
と
し
て
宣
城
王
禰
（
の

　
　
　
ち
の
明
帝
）
に
封
抗
し
、
そ
の
計
劃
の
齪
臨
に
ょ
り
敗
死
し
て
お
り
（
南
齊

　
　
@
書
喬
＋
婁
王
懸
傳
）
、
ま
た
南
党
州
の
刺
史
安
陸
王
子
敬
は
宣
墾
の
　
明
代
満
蒙
史
料
（
明
實
録
抄
）
A
5
判

　
　
　
旨
を
受
け
た
第
西
將
軍
王
廣
之
に
よ
っ
て
襲
殺
さ
れ
て
い
る
1
没
時
ご
十
三

　
　
　
歳
ー
（
質
治
通
鑑
巻
一
百
三
＋
九
齊
建
武
元
年
九
月
の
條
）
が
、
こ
う
し
た
　
　
「
柵
満
．
洲
篇
剛
　
　
豫
約
偵
　
八
〇
〇
團
　
　
噺

　
　
　
實
例
の
存
す
る
以
上
、
右
の
記
事
は
年
少
皇
族
地
方
長
官
（
及
び
地
方
長
官
　
　
　
満
洲
篇
二
　
　
豫
約
偵
九
〇
〇
團
　
　
4
0

　
　
@
で
な
い
年
少
皇
族
幽
時
典
籔
竺
簗
皇
族
の
も
と
に
霊
せ
ら
れ
て
い
　
慨
蒙
古
篇
二
三
豫
約
偵
各
九
゜
°
圓
　
鳳

　
　
　
た
と
考
え
ら
れ
る
ー
）
と
典
籔
と
の
關
係
を
示
す
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
し
な
け

　
　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
明
實
録
の
中
か
ら
蒙
古
．
満
洲
諸
民
族
に
關
す
る
一
切
の
記
事
及
び

　
　
　
な
お
、
確
定
す
べ
き
史
料
に
乏
し
い
爲
、
右
の
二
王
を
除
き
、
他
の
地
方
長
　
　
　
　
明
朝
の
政
治
、
経
濟
、
軍
事
等
に
わ
た
る
封
満
蒙
政
策
を
も
あ
わ
せ
て

　
　
　
官
た
る
諸
王
が
す
べ
て
宣
城
王
の
命
を
う
け
た
典
籔
に
ょ
り
襲
殺
さ
れ
た
と
　
　
　
　
抄
録
し
、
宮
内
磨
圖
書
館
本
・
上
野
圖
書
館
本
・
東
洋
丈
庫
本
及
び
梁

　
　
　
假
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
湘
州
刺
史
南
李
王
鏡
（
没
時
十
九
歳
）
」
「
南
豫
州
　
　
　
　
氏
本
を
彼
此
封
校
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
刺
史
宜
都
王
鰹
（
没
時
十
八
歳
）
」
「
郵
州
刺
史
祖
日
煕
王
球
（
没
時
十
六
歳
）
」
　
　
　
　
　
全
十
五
巻
・
満
洲
篇
六
冊
・
蒙
古
篇
九
冊
。
各
冊
約
七
百
頁
。
別
に

　
　

@
臨
婁
麗
鐘
稀
語
語
轟
饗
購
響
罐
　
饗
引
覆
肇
た
叢
轟
は
藷
嘉
布
難

　
　
　
が
確
實
な
の
は
南
李
王
鏡
と
巴
陵
王
子
倫
と
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
）
　
　
　
　
　
　
　
め
て
僅
少
に
つ
き
至
急
豫
約
申
込
ま
れ
た
し
。
’

　
　
⑮
な
お
、
典
籔
は
宮
川
拘
志
氏
の
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
そ
の
社
會
的
身
分
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
洋
史
研
究
室
内
　
　
満
蒙
史
料
刊
行
會

　
　
　
極
め
て
低
く
（
東
亜
人
文
學
報
第
三
巻
第
二
號
「
魏
署
及
南
朝
の
寒
門
・
寒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
植
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A Study on the Tien-ch'ien ~.

S.Ochi

Some historians are of the opinion that the tien-ch'iens, .ministers
despatched from the Nan-chao Government were, so to speak, the ,

overlords to the imperial local ministers and tha! whereby the Govern..

ment was successful to consolidate a centralized state. But the more
detailed study of the contemporary documents makes it clear that the
tien-ce'iens' authorities were more limited than ever suggested-that is,
their powers were originated from the commission of duty to supervise
the local ministers independent directly upon the emperors. and these

ministers alone; other ministers were. out of the rule of the tien-ch'ien.
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